


附 則

この規則は、公布の日から施行する。

人、鑑定人、参考人、

被害者参加人等と

して国会、裁判所、

地方公共団体の議

会その他の官公署

へ出頭するとき。

（略） （略）

（９） （略） 当該会計年度任用職

員の任用開始月及び

１週間当たりの勤務

日数又は勤務時間に

応じ、１の年の７月か

ら１０月までの期間

内における、勤務時間

が割り振られていな

い日を除いて、次に定

める範囲内の期間

（表略）

（略） （略）

人、鑑定人、参考人

等として国会、裁判

所、地方公共団体の

議会その他の官公

署へ出頭するとき。

（略） （略）

（９） （略） 当該会計年度任用職

員の任用開始月及び

１週間当たりの勤務

日数又は勤務時間に

応じ、１の年の７月か

ら９月までの期間内

における、勤務時間が

割り振られていない

日を除いて、次に定め

る範囲内の期間

（表略）

（略） （略）


